
 

石川県立白山青年の家 

 

注 意 事 項 
 

 

当所は、青少年教育の一端を担う施設でありますので、下記に掲げる

事項を守れない場合は利用を中止していただく場合があります。 
 

記 
 

1. 施設内で政治的、宗教布教、営利目的活動を行わないこと。 

 
2. 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 

3. 所定の場所以外では飲食・喫煙はしないこと。また、施設内での飲酒
は慎むこと。 

 

4. 打ち上げ花火、爆竹その他危険な玩具を持ち込まないこと。 
 

5. 生ものの食材は一切持ち込まないこと（ジュース等は可）。 

 
6. 施設内を清潔に保ち、ごみは持ち帰ること｡ 

 

7. 体験活動を実施した団体は、使用場所及び使用道具の清掃・後片付

けをした後、点検を受けること。 

 

8. 施設設備の破損、備品の紛失をしないこと。(破損、紛失した場合は
損害賠償もあり得る) 

 

9. 白山青年の家の生活時間を守り、館内の秩序を乱さないこと。 
   起床 ６：３０ 

   朝食 ７：３０～８：３０  昼食 １２：００～１３：００  夕食 １８：００～１９：００ 

   入浴 １９：００～２１：３０ 

   就寝 ２２：００（翌朝６：３０までの外出禁止） 


